
　相談者は、事務職の派遣社員。派遣先から、業務量の減少等を理由として月末の契
約期間満了での雇止めを告げられた。その際、派遣先からは、月の半ば以降は出勤不
要、派遣会社には派遣先から説明するので連絡不要などとの説明を受けた。しかし、
派遣会社から、自己都合退職との連絡を受けた。
　相談者は、派遣会社に事実と異なると反論し、契約期間満了までの賃金補償を要求
したものの、派遣会社から支払いを拒絶されたため、来所に至った。

　センターが派遣会社に事情を聴いたところ、相談者の側から退職の申し出があった
と派遣先からは聞いているが、どちらの主張が真実なのか判断に苦慮しているとのこ
とであった。
　センターは、派遣会社に対し、書面による明確な退職の意思表示がない状況で、相
談者の自己都合退職として処理することの法的リスクを説明したところ、一定の譲歩
が得られ、契約期間満了による退職、欠勤期間の一部の賃金支払い等を内容とする合
意の締結に至り、解決した。

【事例３】　自己都合退職か否かを巡る退職問題

‐38‐

３　外国人労働相談

【外国人関連の職場トラブルの特徴】

〈多言語通訳派遣制度〉

〈平成28年度の外国人労働相談の傾向〉

　外国人関連の労働相談は、平成21年度以前は2,000件台で推移していたが、平成22
年度から平成24年度までは1,000件台となった。しかし、平成25年度からは再び2,000
件台となった。平成27年度は前年度比で27.6％減少したが、平成28年度は2,597件と
なり、前年度比で44.4％増加した。
　相談者の国籍は様々で、言語の違いによる意思疎通の問題、気質及び労働慣行等の
相違を発端としてトラブルとなっているケースが数多く見られる。近年では、ビジネ
スのグローバル化や外国人の在留長期化等から、「労働者が日本人で、使用者が外国
人」、「労使ともに外国人」「労働者（使用者）が海外に所在する」というケース
等、様々なケースが見受けられる。

〈平成28年度に外国人労働相談窓口の設置されている労働相談情報センター〉

　東京都は外国人労働者の労働問題の解決及びトラブルの未然防止のため、労働相談
情報センターに外国人労働相談窓口を設けるとともに、「日本で働く外国人労働者ハ
ンドブック」（隔年で英語・中国語）を発行するなど、外国人労働相談の充実を図っ
ている。

　　英語対応相談・・・飯田橋、大崎、国分寺
　　中国語対応相談・・飯田橋

(1) 外国人関連の労働相談は2,597件で、27年度より798件（44.4％）増加した（第

　（第12表）。

　368項目）となっている（第13表)。

(4) 国籍別では、｢中国｣（27年度486件→28年度702件）が最も多く、以下、｢フィリ

  ピン」（27年度166件→28年度342件)、｢他アジア」（27年度243件→28年度329件）

　となっている（第14表）。

　10表）。

　外国人相談者の国籍の広がりに対応するため、多言語の通訳を派遣する制度を導入
している。
　各事務所からの要請を受け、労働相談情報センター（飯田橋）が、委託契約した会
社から通訳が派遣される。通訳派遣制度での対応言語は、スペイン語、ポルトガル
語、韓国語、タイ語、ペルシャ語の原則５か国語であり、その他の言語については、
必要に応じて対処している。

(2) 産業別では、一般とは異なり、｢教育・学習支援」の割合が、509件と最も高く、

(3) 相談内容では、｢解雇｣（27年度464項目→28年度760項目）が最も多く、以下、

　「賃金不払｣（27年度477項目→28年度424項目)、｢退職｣（27年度313項目→28年度

　以下、「宿泊業、飲食サービス業」447件、「情報通信業｣368件と続いている
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第10表　年度別・外国人労働相談件数　 上段：全体の労働相談件数

下段：外国人労働相談件数

（　）は対前年度比（％）　［　］は構成比（％）　

第11表　規模別・外国人労働相談件数　 上段：全体の労働相談件数

下段：外国人労働相談件数

［　］は構成比（％）

第12表　産業別・外国人労働相談件数　 上段：全体の労働相談件数

下段：外国人労働相談件数

［　］は構成比（％）

53,104件 51,960件 53,019件

総 計 （0.3） （△0.4） （1.0） （0.8） （△2.2） （2.0）

労働相談 52,363件 52,155件 52,684件

年　度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

外 国 人
相談件数

［3.4］ ［3.4］ ［4.0］

（36.5） （1.5） （18.1）

1,786件 2,110件

（44.4）

1,759件

［4.7］

2,597件

（17.8） （△27.6）

2,485件 1,799件

100～299人 300人以上
その他
・不明

8,730件 26,602件

計 30人未満 30～99人

労働相談

総  　計 ［100.0］

270件外 国 人
相談件数

2,996件53,019件 10,166件 4,525件

53件 370件 1,305件

［100.0］ ［23.1］ ［10.4］ ［2.0］ ［14.2］ ［50.3］

2,597件 599件

運輸業､
郵便業

卸売業､
小売業

金融業､
保険業

不動産業、
物品賃貸業合　計 建設業 製造業

情報
通信業

1,742件 4,802件 1,051件 1,115件53,019件 1,773件 3,866件 3,804件

［3.3］ ［9.1］ ［2.0］［100.0］ ［3.3］ ［7.3］ ［7.2］

 13件 339件 50件  51件外 国 人 102件 201件  368件

2,597件 サービス業（他に分
類されないもの）

その他 不　明
［100.0］

宿泊業、飲
食ｻｰﾋﾞｽ業

教育、学
習支援

医療、
福祉

相 談 件 数

［10.8］ ［18.5］ ［5.0］ ［21.7］

2,610件 2,563件 5,725件

447件

9,812件 2,674件 11,482件

［4.9］ ［4.8］

168件 45件509件 4件 300件
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第13表　外国人労働相談の内容項目　

［ ］

［ ］

［ ］

［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
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［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］

［ ］

［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］

［ ］

［ ］
［ ］
［ ］
［ ］

［ ］

［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］

［　］は構成比（％）

定 年 制

休 職 ・ 復 職

労　使　別

労働組合及び労使関係

計 労働者 使用者

合　　　計

その他

配 転 ・ 出 向

賃 金 不 払

労 働 条 件

就 業 規 則

雇 止 め
解 雇

休 暇

安 全 衛 生
服 務 ・ 懲 戒

介 護 休 業

労 働 福 祉

そ の 他

賃 金 情 報

賃 金 そ の 他

休 業

退 職

育 児 休 業

休 日
労 働 時 間

女 性

退 職 金

労 働 条 件 変 更
労 働 契 約

労 災 保 険
雇 用 保 険

福 利 厚 生
教 育 ・ 訓 練

そ の 他

健 保 ・ 年 金

ｾ ｸ ｼ ｭ ｱ ﾙ ﾊ ﾗ ｽ ﾒ ﾝ ﾄ
職 場 の 嫌 が ら せ

企 業 再 編

人 間 関 係

そ の 他 の 問 題

ﾏ ﾀ ﾆ ﾃ ｨ ﾊ ﾗ ｽ ﾒ ﾝ ﾄ
そ の 他

雇 用 関 連

企 業 倒 産

損害賠償・慰謝料

派 遣 関 連
そ の 他

税 金

偽 装 請 負

高 年 齢 者
障 害 者
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第10表　年度別・外国人労働相談件数　 上段：全体の労働相談件数

下段：外国人労働相談件数

（　）は対前年度比（％）　［　］は構成比（％）　

第11表　規模別・外国人労働相談件数　 上段：全体の労働相談件数

下段：外国人労働相談件数

［　］は構成比（％）

第12表　産業別・外国人労働相談件数　 上段：全体の労働相談件数

下段：外国人労働相談件数

［　］は構成比（％）

53,104件 51,960件 53,019件

総 計 （0.3） （△0.4） （1.0） （0.8） （△2.2） （2.0）

労働相談 52,363件 52,155件 52,684件

年　度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

外 国 人
相談件数

［3.4］ ［3.4］ ［4.0］

（36.5） （1.5） （18.1）

1,786件 2,110件

（44.4）

1,759件

［4.7］

2,597件

（17.8） （△27.6）

2,485件 1,799件

100～299人 300人以上
その他
・不明

8,730件 26,602件

計 30人未満 30～99人

労働相談

総  　計 ［100.0］

270件外 国 人
相談件数

2,996件53,019件 10,166件 4,525件

53件 370件 1,305件

［100.0］ ［23.1］ ［10.4］ ［2.0］ ［14.2］ ［50.3］

2,597件 599件

運輸業､
郵便業

卸売業､
小売業

金融業､
保険業

不動産業、
物品賃貸業合　計 建設業 製造業

情報
通信業

1,742件 4,802件 1,051件 1,115件53,019件 1,773件 3,866件 3,804件

［3.3］ ［9.1］ ［2.0］［100.0］ ［3.3］ ［7.3］ ［7.2］

 13件 339件 50件  51件外 国 人 102件 201件  368件

2,597件 サービス業（他に分
類されないもの）

その他 不　明
［100.0］

宿泊業、飲
食ｻｰﾋﾞｽ業

教育、学
習支援

医療、
福祉

相 談 件 数

［10.8］ ［18.5］ ［5.0］ ［21.7］

2,610件 2,563件 5,725件

447件

9,812件 2,674件 11,482件

［4.9］ ［4.8］

168件 45件509件 4件 300件
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第13表　外国人労働相談の内容項目　

［ ］

［ ］

［ ］

［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］

［ ］

［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］

［ ］

［ ］
［ ］
［ ］
［ ］

［ ］

［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］
［ ］

［　］は構成比（％）

定 年 制

休 職 ・ 復 職

労　使　別

労働組合及び労使関係

計 労働者 使用者

合　　　計

その他

配 転 ・ 出 向

賃 金 不 払

労 働 条 件

就 業 規 則

雇 止 め
解 雇

休 暇

安 全 衛 生
服 務 ・ 懲 戒

介 護 休 業

労 働 福 祉

そ の 他

賃 金 情 報

賃 金 そ の 他

休 業

退 職

育 児 休 業

休 日
労 働 時 間

女 性

退 職 金

労 働 条 件 変 更
労 働 契 約

労 災 保 険
雇 用 保 険

福 利 厚 生
教 育 ・ 訓 練

そ の 他

健 保 ・ 年 金

ｾ ｸ ｼ ｭ ｱ ﾙ ﾊ ﾗ ｽ ﾒ ﾝ ﾄ
職 場 の 嫌 が ら せ

企 業 再 編

人 間 関 係

そ の 他 の 問 題

ﾏ ﾀ ﾆ ﾃ ｨ ﾊ ﾗ ｽ ﾒ ﾝ ﾄ
そ の 他

雇 用 関 連

企 業 倒 産

損害賠償・慰謝料

派 遣 関 連
そ の 他

税 金

偽 装 請 負

高 年 齢 者
障 害 者
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第14表　国籍別・外国人労働相談者の内訳　

[　]は構成比（％）　(　)は対前年度比（％）

227件[8.7]

146件[5.6]

140件[5.4]

329件[12.7]

191件[7.4]

(△16.2)

51件[2.0]

69件[3.8]

243件[13.5]

(△5.4)

平成28年度

84件[3.2]

31件[1.2]

(△55.1)

702件[27.0]

342件[13.2]

他の欧州

イ ン ド

アメリカ

カ ナ ダ

他のアジア

579件[32.4] 502件[23.8]

 104件[ 5.8]

  5件[ 0.2]

(△80.0)(△60.3)

 25件[ 1.4]

 129件[ 7.2]

(△94.4)

486件[27.0]
中　　国

  57件[ 2.7]   37件[1.5]

 1件[ 0.1]

 205件[11.5]

 131件[ 7.3]

 379件[18.0]

(△48.9)

17件[0.9]

 168件[ 9.4]

(△63.4)

(△67.9)

 68件[2.7] 212件[10.0]

 217件[12.2]  265件[12.6]  97件[3.9] 166件[9.2]
フィリピン

 446件[17.9]

(△13.3) (△53.1)

 257件[10.3]

 151件[ 7.2]

(△32.2)

(△45.2) (△35.1)

1,036件[41.7]

平成24年度国　籍 平成26年度平成25年度 平成27年度

(△43.3)

38件[2.1]

中南米の国

イギリス

 23件[ 1.1]

  71件[2.9]

228件[12.7]

(△69.1)

韓　　国

  67件[2.7] 13件[ 0.7]  24件[ 1.1]

69件[3.8]

182件[10.2]

  55件[2.2]

国籍未確認
286件[11.0]

2,597件

(△61.0)

オセアニア

アフリカ
28件[1.1]

(△49.1)

110件[6.1]

55件[3.1]

(△36.0)

130件[7.2]

 24件[ 1.3]

(△18.8)

 8件[ 0.4]

(△78.9)

計

  57件[2.3]

(△49.7)

(△27.6)

2,110件

(△75.0)

40件[1.5]

1,786件

177件[9.8]

  7件[0.3]

  86件[3.5]

(△23.0)

  74件[ 3.5]

(△42.6)

 171件[ 8.1]

(△11.9)

1,799件

219件[10.4] 201件[8.1]

2,485件

(△8.2)

 28件[ 1.3] 11件[0.6]
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【事例２】　退職に伴う社宅からの退去猶予

　相談者は、製造業の会社の正社員として、東京支社に約５年勤務していた。長期の
海外出張を命じられていたところ突如帰国を命じられ、東京支社に出勤したところ、
上司から「ここではやってもらう仕事はない。」と告げられ、大阪本社か工場への異
動の二者択一を迫られたため、やむなく有給休暇消化後の退職を申し出た。
　相談者は、不本意ながら退職は受け入れるが、次の就職先が決まるまで、退職日を
繰り延べ、退職まで社宅の居住を認めてほしいとの思いで来所に至った。

　センターが会社から事情を聴いたところ、相談者はこれまでに何度も辞意を周囲に
漏らしており、帰国後の話合いでも自ら退職を申し出て、速やかに退職届が提出され
たのであって、退職日の繰り延べは認められないとの回答であった。しかし、セン
ターが相談者の窮状を説明したところ、会社は理解を示し、相談者の要求につき検討
を約束した。
　その後、会社から、退職後１か月半の間はこれまで通り社宅への居住を認めるとの
回答があった。その間に、相談者は再就職を決めることができ、円満に社宅を退去し
た。

<外国人労働相談のあっせん事例>

　センターは相談者に対し、上司のパワハラについて会社に事実関係の調査を求める
よう助言したところ、相談者は会社と自主交渉を行って、調査開始を約束させた。し
かし、会社の調査結果は、ハラスメント行為は無かったというものであった。
　その時点で相談者からあっせんの希望があったため、センターが会社から事情を聴
いたところ、相談者にマネジャーとしての能力が不足しており、ＰＩＰを実施したが
改善が見られなかったため、退職勧奨を行ったもので、これを受け入れない場合、解
雇も視野に入れているとの回答があった。
　センターは、相談者の意向を踏まえ、退職条件を調整した結果、相談者が有給休暇
を消化した上で退職し、退職時に会社が金銭補償を行うことで合意に達し、解決し
た。

【事例１】　ＰＩＰ（業務改善計画）実施後の退職勧奨

　相談者は、保険会社の正社員。マネジャーとして入社し、入社直後に大きなプロ
ジェクトを任された。ところが、上司との人間関係が悪く、様々な嫌がらせを受け
た。その後、ＰＩＰ（業務改善計画）が実施されたが、コミュニケーション・マネジ
メント能力などという抽象的な内容であった。そして、ＰＩＰにより改善は見られた
が会社の求めるレベルに達しなかったとの理由で、退職条件を提示され、退職勧奨を
受けた。
　相談者は、自分を狙い撃ちにしたパワハラであり納得がいかないとして、来所に
至った。
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第14表　国籍別・外国人労働相談者の内訳　

[　]は構成比（％）　(　)は対前年度比（％）

227件[8.7]

146件[5.6]

140件[5.4]

329件[12.7]

191件[7.4]

(△16.2)

51件[2.0]

69件[3.8]

243件[13.5]

(△5.4)

平成28年度

84件[3.2]

31件[1.2]

(△55.1)

702件[27.0]

342件[13.2]

他の欧州

イ ン ド

アメリカ

カ ナ ダ

他のアジア

579件[32.4] 502件[23.8]

 104件[ 5.8]

  5件[ 0.2]

(△80.0)(△60.3)

 25件[ 1.4]

 129件[ 7.2]

(△94.4)

486件[27.0]
中　　国

  57件[ 2.7]   37件[1.5]

 1件[ 0.1]

 205件[11.5]

 131件[ 7.3]

 379件[18.0]

(△48.9)

17件[0.9]

 168件[ 9.4]

(△63.4)

(△67.9)

 68件[2.7] 212件[10.0]

 217件[12.2]  265件[12.6]  97件[3.9] 166件[9.2]
フィリピン

 446件[17.9]

(△13.3) (△53.1)

 257件[10.3]

 151件[ 7.2]

(△32.2)

(△45.2) (△35.1)

1,036件[41.7]

平成24年度国　籍 平成26年度平成25年度 平成27年度

(△43.3)

38件[2.1]

中南米の国

イギリス

 23件[ 1.1]

  71件[2.9]

228件[12.7]

(△69.1)

韓　　国

  67件[2.7] 13件[ 0.7]  24件[ 1.1]

69件[3.8]

182件[10.2]

  55件[2.2]

国籍未確認
286件[11.0]

2,597件

(△61.0)

オセアニア

アフリカ
28件[1.1]

(△49.1)

110件[6.1]

55件[3.1]

(△36.0)

130件[7.2]

 24件[ 1.3]

(△18.8)

 8件[ 0.4]

(△78.9)

計

  57件[2.3]

(△49.7)

(△27.6)

2,110件

(△75.0)

40件[1.5]

1,786件

177件[9.8]

  7件[0.3]

  86件[3.5]

(△23.0)

  74件[ 3.5]

(△42.6)

 171件[ 8.1]

(△11.9)

1,799件

219件[10.4] 201件[8.1]

2,485件

(△8.2)

 28件[ 1.3] 11件[0.6]
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【事例２】　退職に伴う社宅からの退去猶予

　相談者は、製造業の会社の正社員として、東京支社に約５年勤務していた。長期の
海外出張を命じられていたところ突如帰国を命じられ、東京支社に出勤したところ、
上司から「ここではやってもらう仕事はない。」と告げられ、大阪本社か工場への異
動の二者択一を迫られたため、やむなく有給休暇消化後の退職を申し出た。
　相談者は、不本意ながら退職は受け入れるが、次の就職先が決まるまで、退職日を
繰り延べ、退職まで社宅の居住を認めてほしいとの思いで来所に至った。

　センターが会社から事情を聴いたところ、相談者はこれまでに何度も辞意を周囲に
漏らしており、帰国後の話合いでも自ら退職を申し出て、速やかに退職届が提出され
たのであって、退職日の繰り延べは認められないとの回答であった。しかし、セン
ターが相談者の窮状を説明したところ、会社は理解を示し、相談者の要求につき検討
を約束した。
　その後、会社から、退職後１か月半の間はこれまで通り社宅への居住を認めるとの
回答があった。その間に、相談者は再就職を決めることができ、円満に社宅を退去し
た。

<外国人労働相談のあっせん事例>

　センターは相談者に対し、上司のパワハラについて会社に事実関係の調査を求める
よう助言したところ、相談者は会社と自主交渉を行って、調査開始を約束させた。し
かし、会社の調査結果は、ハラスメント行為は無かったというものであった。
　その時点で相談者からあっせんの希望があったため、センターが会社から事情を聴
いたところ、相談者にマネジャーとしての能力が不足しており、ＰＩＰを実施したが
改善が見られなかったため、退職勧奨を行ったもので、これを受け入れない場合、解
雇も視野に入れているとの回答があった。
　センターは、相談者の意向を踏まえ、退職条件を調整した結果、相談者が有給休暇
を消化した上で退職し、退職時に会社が金銭補償を行うことで合意に達し、解決し
た。

【事例１】　ＰＩＰ（業務改善計画）実施後の退職勧奨

　相談者は、保険会社の正社員。マネジャーとして入社し、入社直後に大きなプロ
ジェクトを任された。ところが、上司との人間関係が悪く、様々な嫌がらせを受け
た。その後、ＰＩＰ（業務改善計画）が実施されたが、コミュニケーション・マネジ
メント能力などという抽象的な内容であった。そして、ＰＩＰにより改善は見られた
が会社の求めるレベルに達しなかったとの理由で、退職条件を提示され、退職勧奨を
受けた。
　相談者は、自分を狙い撃ちにしたパワハラであり納得がいかないとして、来所に
至った。
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　相談者は、海外企業の日本法人に正社員として勤務していた。業務内容は翻訳及び
通訳だったが、実際には経理、通関、行政機関への届出、営業などさまざまな業務を
行ってきた。しかし、新人が入社した直後に、組織改正と業務量の減少を理由に、給
料２か月分支給するとの条件で本社から退職勧奨を受けた。
　相談者は、約４年半の間、会社に貢献してきたにもかかわらず、退職に追い込まれ
たことに衝撃を受け、来所に至った。

　センターが日本法人へ連絡したことを契機として、本社が日本の弁護士に交渉を委
任することとなった。センターから相談者に対し、現在の退職勧奨に応じなかった結
果、仮に整理解雇となった場合の今後の展開につき助言を行いつつ、相談者と会社代
理人弁護士の間での自主交渉の推移を見守った。
　その結果、相談者と会社の間で、会社都合退職の確認、解決金の支払いを要旨とす
る退職合意書の締結に至り、解決した。

　相談者は、飲食店の正社員の調理担当。親族の死去にショックを受けて体調を崩
し、欠勤を続けていた。会社から連絡を督促する文書が届き、会社に電話したとこ
ろ、マネジャーから「あなたの働くところはない」と言われたとして来所相談に至っ
た。

　センターが会社に事情を聴いたところ、繁忙期に相談者に無断欠勤され多大な迷惑
を被ったので解雇も検討したが、問題を穏便に解決したいので退職を勧奨したいとの
回答があった。一方、相談者に意向を確認したところ、会社都合の離職となるであれ
ば早急に退職したいとのことであった。
　そこで、センターは、相談者が有給休暇を消化した上で、会社からの退職勧奨を受
け入れて退職する方向で調整を行い、相談者は円満に退職した。

【事例３】　体調不良による欠勤を原因とする退職勧奨

【事例４】　組織改正及び業務量減少を理由とする退職勧奨
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４　職場の嫌がらせに関する労働相談

【職場の嫌がらせ関連の職場トラブルの特徴】

　<平成28年度の職場の嫌がらせに関する労働相談の傾向>

第15表　年度別・職場の嫌がらせ労働相談件数　

（　）は対前年度比（％）　［　］は構成比（％）　

　職場における「嫌がらせ」問題がクローズアップされて久しく、労働相談情報セン
ターへの相談も平成21年度以降、７千件台で推移していたところ、平成26年度からは
９千件台に上っている。
　相談内容も、職場の嫌がらせから「不本意な退職に追い込まれた」、「体調を崩
し、勤務継続が困難になった」など多岐にわたる。
　「職場の嫌がらせ」は、当事者間の労働問題、メンタル面、職場環境並びに生産
性・効率性及び人権問題での影響等、多くの問題を含んでいる。
　労働相談情報センターでは、労働相談として対応する他に、各事務所に専門相談員
を配置し、必要に応じ「心の健康相談」を実施している。

［17.1］相談件数 ［14.0］

9,623件

［15.3］ ［14.5］

（△4.1） （19.3）（8.4） （2.0） （3.7）嫌がらせ （4.2）

9,102件 9,282件職 場 の 7,346件 7,962件 7,632件

（△0.4） （1.0） （△2.2） （2.0）（0.8）

労働相談 52,363件 52,155件 52,684件 53,104件 51,960件

(4) 産業別では、｢サービス業（他に分類されないもの）」が1,676件（17.4％）と最

 も多く、以下、｢医療、福祉」1,609件（16.7％)、｢卸売業、小売業」987件 （10.3％）、

年　度 平成23年度 平成24年度

(1) 職場の嫌がらせに関する労働相談は9,623件で、27年度より341件（3.7％）増加

  した（第15表）。

(2) 男女別では、男性3,876件（40.3％)、女性5,747件（59.7％）であった (第16表)。

(3) 労使別では、労働者7,477件（77.7％)、使用者1,812件（18.8％)、その他334件

　（3.5％）であった（第16表）。

｢製造業」875件（9.1％）となっている（第18表）。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

下段：職場の嫌がらせ労働相談件数

上段：全体の労働相談件数

53,019件

総  　計 （0.3）
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